
昭
和
40
年
８
月
、
「
同
和

問
題
は
人
間
の
自
由
と
平
等

に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
日
本

国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た

基
本
的
人
権
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
」
、
「
早
急
な
解
決
こ
そ

国
の
責
務
で
あ
り
、
同
時
に
国

民
的
課
題
で
あ
る
」
と
う
た
っ

た
同
和
対
策
審
議
会
答
申
が

出
さ
れ
ま
し
た
。 

大
分
県
で
は
、
こ
の
答
申
が

出
さ
れ
た
８
月
を
『
部
落
差
別

等
あ
ら
ゆ
る
不
当
な
差
別
を

な
く
す
運
動
月
間
』
と
定
め
て

い
ま
す
。
中
津
市
で
も
、
県
と

と
も
に
差
別
の
な
い
人
権
が

尊
重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り
を

推
進
し
ま
す
。 

こ
の
機
会
に
部
落
差
別
解

消
推
進
法
を
は
じ
め
障
害
者

差
別
解
消
法
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
解
消
法
等
を
正
し
く
理
解

し
、
人
権
問
題
の
解
決
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇解決
かいけつ

すべき課題
かだい

 

 今日
こんにち

なお、部落
ぶらく

差別
さべつ

をはじめとする、不当
ふとう

な差別
さべつ

その他
た

の人権
じんけん

侵害
しんがい

が存在
そんざい

する中
なか

で、さらに

情報化
じょうほうか

が進
すす

んだことによる社会
しゃかい

の変化
へんか

により複雑
ふくざつ

多様化
たようか

し、 私
わたし

たちの解決
かいけつ

すべき課題
かだい

となっ

ています。一人
ひとり

ひとりが「自分
じぶん

の人権
じんけん

」だけでなく「みんなの人権
じんけん

」についても正
ただ

しく理解
りかい

し、

配慮
はいりょ

やお互
たが

いに人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

し合
あ

い、その共 存
きょうぞん

を図
はか

っていくことが重 要
じゅうよう

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差別のない社会の実現のために 

 

 

 

 

 
 
 

中津市・大分地方法務局中津支局・中津人権擁護委員協議会 

  

中津市では、市民一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指し、あ

らゆる機会や場所を通じ「人権学習会・人権研修会」を開催しています。 

 市では、「いつでも、どこでも、なんにんでも」をスローガンに、無料で

人権啓発専任の社会教育指導員を派遣します。必要な機材や資料も準備しま

す。 

 みなさまの会社や、地域で活動をされている自治会、老人会、子ども会、

サークルなどで「人権学習会・人権研修会」を開催してみませんか？窓口、

電話、ファックス、インターネットで申し込みを受け付けています。 

 

【お問い合わせ先】                                   

中津市役所 人権・同和対策課                            

中津市豊田町１４番地３ 
 TEL：0979-22-1229 

 

 

 

人権学習会・研修会を開催しませんか 
インターネットから

も応募できます。 

さべつ         しゃかい    じつげん 

なかつし   おおいたちほう ほうむきょく なかつしきょく   なかつ  じんけんようごいいん  きょうぎかい 

 



 

 

 

 

〇部
ぶ

落差
らくさ

別
べつ

とは？ 

 部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問 題
もんだい

）は日本
にほん

社 会
しゃかい

の歴史的
れきしてき

過程
かてい

で形 作
かたちづく

られた身分
みぶん

差別
さべつ

により、日本
にほん

国 民
こくみん

の一部
いちぶ

の人 々
ひとびと

が長
なが

い 間
あいだ

、経 済 的
けいざいてき

、社 会 的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

に低
ひく

い状 態
じょうたい

に置
お

かれるこ

とを強
し

いられたものです、その地域
ちいき

の出 身 者
しゅっしんしゃ

であることを理由
りゆう

に結婚
けっこん

を反対
はんたい

されたり、

就 職
しゅうしょく

などの日 常
にちじょう

生活
せいかつ

のうえで差別
さべつ

を受
う

けたりするなどしている、我
わ

が国
くに

固有
こゆう

の人 権
じんけん

問 題
もんだい

です。 

 このような中
なか

、部落
ぶらく

差別
さべつ

は許
ゆる

されないものであるとの認識
にんしき

のもと「部落
ぶらく

差別
さべつ

の 解 消
かいしょう

の推 進
すいしん

に関
かん

する法 律
ほうりつ

」（部落
ぶらく

差別
さべつ

解 消
かいしょう

推 進 法
すいしんほう

）が平成
へいせい

２８年
ねん

１２月
がつ

１６日
にち

に施行
しこう

されました。 

※「部落差別の解消の推進に関する法律」の全文は市ホームページ人権・同和対策課内に

掲載しています。 

 

〇人権
じんけん

ってなに？ 

「人権（じんけん）は、「人
ひと

が人
ひと

として、社会
しゃかい

の中
なか

で自由
じゆう

に 考
かんが

え、自由
じゆう

に行動
こうどう

し、幸福
こうふく

に暮
く

らせる権利（けんり）」です。すべての人
ひと

が、生
う

まれながらにもっている権利
けんり

です。 

 

〇 私
わたし

たちがつかっているインターネットで起
お

きていることって？ 

部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問題
もんだい

）は今
いま

もインターネット 上
じょう

には、部落
ぶらく

差別
さべつ

を助 長
じょちょう

、拡大
かくだい

するよ

うなサイトが存在
そんざい

しています。 

部落
ぶらく

差別
さべつ

は 昔
むかし

の問題
もんだい

ではなく、今
いま

現在
げんざい

、 私
わたし

たちの身近
みぢか

で起
お

こっている問題
もんだい

です。 

知
し

らない事
こと

によって、いつの間
ま

にか差別
さべつ

に加担
かたん

してしまったり広
ひろ

げてしまったりするこ

とが無
な

いよう、この機会
きかい

に「人権
じんけん

が尊 重
そんちょう

される社会
しゃかい

づくり」に向
む

けて、みなさんで一緒
いっしょ

に 考
かんが

えていきましょう。 

 

 

 

 

 部落差別とは  

※「部落差別の解消の推進に関する法律」の全文は市ホームページ人権・同和対策

課内に掲載しています。 

 

  

 

ぶらくさべつ かいしょう すいしん かん  ほうりつ  ぜんぶん  し         じんけん・どうわたいさく 

かない けいさい 

 


